
主催　NPO法人兵庫空き家相談センター
日時　10 月８日㈭開講予定。以降、２週間おきに２講座開催。１回
60 分× 10 講座（各回とも、期間内であれば自由な時間に視聴可）
対象　市在住・在勤または市内に空き家を持つ人で、地域の空き家
対策の活動に参加できる人か市内に実家のある人
内容　空き家対策を担う人の養成講座をオンライン形式で開催
定員　40 人（応募者多数の場合は抽選）
申し込み　9 月 1 日㈫から 30 日㈬までに同法人
http://hyogo-akiya-soudan.com/site/（右の２次元コー
ドからアクセス可）の応募フォームから申し込み

NPO 法人兵庫空き家相談センター　 0797（81）3236問い合わせ
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空き家対策の担い手になりませんか
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希望者

市ホームページ
はこちらから

10 月からオンライン講座を開催

　市から所有者あてに文書を発送して、空き家の活
用の意向や情報提供などの同意について確認。同意
があれば、所有者から詳しく情報を聞き取ります。

　空き家を活用したい人は登録が必要です。住宅政
策課に「空き家登録シート」（２年間有効）を提出。
居住以外の用途を希望の場合も登録できます。

　市から流通対策会議へ空き家物件の情報を提供。
空き家の状況や所有者の意向に応じて、提案内容を
検討し対応する専門家・専門事業者を選定します。

　登録された条件に合う空き家が見つかれば、市か
ら流通対策会議へ希望者の情報を提供。空き家の状
況や所有者の意向に応じて、提案内容を検討し対応
する専門家・専門事業者を選定します。

　専門家・専門事業者から解決策の提案をします（費
用発生の場合あり）。

　所有者との意向が整えば、マッチングの提案をし
ます（費用発生の場合あり）。

居住や公益活動などで活用す
るために空き家を希望する人

空き家は放置せずに早期の解決を 家の今後を決めておくことが大事

interview

　川西では住宅団地を中心に空き家が増えています。い
つか子どもが戻ってくるだろうと残してある家や物置代
わりにしている家など、空き家となっている理由はさま
ざまです。
　住宅団地以外でも古い長屋などが放置されているのを
見掛けます。一部地域で制限はありますが、住居として
建てられた家を住居としてではなく、店舗や事務所とし
て利用することも可能です。
　家を放置していると湿気が回
り、雨漏りに気付かないので早
く傷んでしまいます。
　家族で話し合ったり、家のエ
ンディングノートを作成したり
するなど、前もって家の今後を
どうするか決めておくことが大
事です。

　空き家の問題は、行政ではなく所有者が解決しないと
いけません。
　所有者の高齢化が進み、認知症になったり、亡くなっ
たりすることで、解決が困難になるケースが増えていま
す。
　また、売却価格の下落により手放しにくくなっている
ことも処分できなくなっている要因の一つです。家は年
数が経つにつれて価値が下がっていくため、タイミング

を逃すと処分しにくくなってし
まいます。
　家は放置すると悪い事しかあ
りません。例えば空き家が倒壊
した場合には、所有者の責任に
なってしまいます。税金もずっ
とかかり続けるので、早期の解
決をお勧めします。

正門 元気さん
宅地建物取引士

橋詰 慎さん
一級建築士

NPO 法人「兵庫空き家相談センター」の専門家に空き家の事情を聞きました

２

３

タイミングを逃し処分できない空き家が増加

所有者 市内に売りたい、活用したい、
処分したい空き家を所有する人

家族での話し合いやエンディングノートの作成など

　地域の相談会・セミナーなどで空き家対策を地域に広める空
き家対策ナビゲーター。10 月から養成講座を開催します。講座
はオンライン形式で実施するため自宅での受講も可能です。 専門家による空き家相談

日時　９月３日　　、10月１日　　
午後１時ー３時（１組 30 分）

　NPO 法人「兵庫空き家相談センター」の
相談員が空き家の相続や管理、売買、活用な
ど、不安や悩みを解決するための相談を受け
付けます（要予約）。申し込みは電話で住宅
政策課 （740）1205 へ。

場所　市役所２階の市民相談室

毎月第１木曜日に開催

空き家マッチング制度「空き家をつなご！」 手入れせずに空き家を放置すると
災害時に倒壊する危険性や

放火などの犯罪を招くリスクが高まります


